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令和３年６月 10 日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

民間競争入札実施事業 

「経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務」の評価について

（案） 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第７条

第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 経済産業省 

事業概要 経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務 

実施期間 平成 30 年４月１日～令和４年３月 31日 

受託事業者 クボタシステムズ株式会社

契約金額（税抜） 74,784,000円（単年度当たり：18,696,000円/年） 

入札の状況 ４者応札（説明会参加＝６者／予定価内＝３者） 

事業の目的 経済産業省電子申請受付・審査等管理システムでのオンラインによる申請・

届出において、必要な設定、稼働状況の監視、障害対応等の運用により、速

やかで、かつ安定したシステム運用を実現する。 

選定の経緯 各省庁・独立行政法人に対し、行政情報ネットワークシステム関連業務につ

いて市場化テストの一斉導入が求められ、平成 24 年度の選定作業により、

平成 25 年度の公共サービス改革基本方針（平成 25 年６月 14 日閣議決定）

別表に記載されたものであり、本事業は、市場化テスト２期目となる。 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することが適当である。 

２ 検討 

（１）評価方法について

経済産業省から提出された平成 30年 4月 1日から令和３年３月 31日までの実施状

況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその前提と

資料７
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しての競争性等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保され

るべき質

の達成状

況 

以下のとおり、適切に履行されている 

評価事項 測定指標 評価 

業務の内

容 

実施要項 2(3)「経済産業省電子

申請受付・審査等管理システム

運用管理業務の内容」に示す運

用管理業務を適切に実施する。 

月次報告により、実施要項 2(3)に示す運

用管理業務は適切に実施されていること

が確認されており、サービスの質は確保さ

れている。 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽの

稼働率 

サービスの稼働率が、本番系に

おいて 99.9%以上、かつテスト系

において 95.0%以上である。 

稼働率は 100%であるため、サービスの質

は確保されている。 

障害復旧

時間 

障害復旧時間が、本番系におい

て 6 時間以内、かつテスト系に

おいて 12時間以内である。 

本システム用機器等において、障害により

システムが停止したことは無かったため、

サービスの質は確保されている。 

ｾｷｭﾘﾃｨ上

の重大障

害件数 

個人情報、施設等に係る情報そ

の他の契約履行に際し知り得た

情報漏洩の件数は 0件である。 

セキュリティ上の重大障害件数は 0 件で

あるため、サービスの質は確保されてい

る。 

ｼｽﾃﾑ運用

上の重大

障害件数 

業務に多大な支障が生じるよう

な重大障害の件数は 0件である。 

重大障害の発生件数は 0回であるため、サ

ービスの質は確保されている。 

利用満足

度調査 

ヘルプデスク利用者満足度調査

アンケートにて、平均スコア 75

点以上を維持する。 

令和元年、令和 2年のアンケート調査の平

均スコアは基準スコア以上の 84.4 点であ

り、サービスの質は確保されている。 

問題解決

率 

問い合せに対する回答期限まで

の回答割合が、一次回答で 80%以

上、かつ二次回答で 100%である。 

問い合わせに関する問題解決率は 100%が

達成されており、サービスの質は確保され

ている。 

ｻｰﾊﾞ内ﾃﾞ

ｰﾀの定時

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

必要なバックアップの取得率が

100%である。 

必要なバックアップは 100%正常完了して

おり、サービスの質は確保されている。 

ｳｨﾙｽ情報

の把握 

システムがコンピュータウイル

ス等に感染し、又はその恐れが

あると認められた場合、直ちに

担当職員にその旨を通報し、3分

以内に緊急対処案を提案する。 

システムが、コンピュータウイルス等に感

染し、又はその恐れがあると認められたこ

とは無く、サービスの質は確保されてい

る。 
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民間事業

者からの

改善提案 

(1)資源管理の対策、(2)セキュリティ対策の管理、(3)運用ルール（アカウント管理）の改

善、(4)ヘルプデスクサイトのリニューアル、(5)省内説明会開催、についての改善提案があ

り、運用業務やサービス等の向上が図られた。 

（３）実施経費（税抜）

実施経費は、従来経費と比較して、下記の通り 20.1％（年平均約 470万円）の削減を

達成している。 

従来経費 契約金額 23,400,000 円、契約期間：平成 25年４月～平成 26年３月（12ヶ月） 

【内訳：15,600,000 円(H25.4-H25.11)＋7,800,000円(H25.12-H26.3)】 

  年額 23,400,000 円÷12ヶ月×12ヶ月 = 23,400,000円 

実施経費 契約金額 74,784,000 円、契約期間：平成 30年４月～令和４年３月（48ヶ月） 

  年額 74,784,000 円÷48ヶ月×12ヶ月 = 18,696,000円 

増減額 23,400,000円 – 18,696,000円 = 4,704,000円/年減額 

増減率 4,704,000円÷23,400,000 円×100% = 20.1%減 

（４）選定の際の課題に対応する改善

課題 

競争性の確保 

１者応札が継続しており、競争性の確保に課題が認められたところ、下記

(1)～(5)を実施した結果、複数応札に至り、改善が認められた。 

(1)参加資格の等級の緩和

(2)閲覧が可能な資料をリスト化

(3)障害対応のプログラム改修までは業務範囲とせず、原因究明や対処方

法の提案までとする

(4)政府共通ネットワークが利用出来る環境から本システムに接続でき、

業務内容を滞りなく遂行できるようであれば常駐でなくとも可とする

(5)「従来の実施に要した経費」の注意事項の欄に想定する工数を追記

（５）評価のまとめ

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、平成 30

年 4月 1日から令和３年３月 31日までの間で全て目標を達成していると評価できる。 

また、資源管理の対策、セキュリティ対策の管理等、民間事業者のノウハウと創意工

夫の発揮による改善提案が、業務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費についても、4,704,000円/年（20.1％減）減額され、効果があったものと評

価でき、公共サービスの質の維持向上と合わせ、経費削減と双方の実現が達成されたも

のと評価できる。 

なお、本事業の実施期間中に委託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、法令

違反行為等もなかった。また、今後は、経済産業省会計課と調整の上、PMO レビューや
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CIO 補佐官レビュー等の、外部有識者によるチェックを受ける仕組みを活用し、継続し

て評価をおこなっていくことが予定されている。 

 

（６）今後の方針 

本事業については、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」

（平成 26年３月 19日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（１）の基準を満たし

ていることから、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することが適当である

と考えられる。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理委員

会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、入札

参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、経済産業省が自ら公

共サービスの質の維持向上及びコストの削減を図っていくことを求めたい。 
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令和３年５月２８日 

経済産業省大臣官房業務改革課 

情報システム室 

民間競争入札実施事業 

経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務の実施状況について 

１ 事業の概要 

経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用管理業務については、「競争の導入による公共サ

ービスの改革に関する法律」（平成１８年法律第５１号）に基づき、以下の内容により平成２６年４月

から民間競争入札により実施し、平成２９年度には１回目の事業評価を行ったところ。１回目の評価で

は入札事業者が１者だったこと、また、民間競争入札実施事業を実施する以前は、業務範囲を明確に定

めていなかったなど、事業の単純比較が出来なかったため、継続して当該事業を実施している。 

（１）業務内容 

本システムには、オンラインによる申請・届出を、原則として24 時間365日受け付けるとともに

速やかに処理できるように安定した運用が求められている。仮に障害・性能の低下等が発生すると、

当省の業務に支障が生じ、ひいては、国民生活・企業活動に多大な影響を与えかねない。このため、

本事業における業務内容は、本システムを安定稼働させるために必要な設定、稼働状況の監視、障

害対応等の運用に係る業務及びシステムに係る問い合わせ対応等の技術支援を行うものである。 

（２）契約期間 

  平成３０年４月１日から令和４年３月３１日までの４年間 

（３）受託事業者 

  クボタシステムズ株式会社 

（４）実施状況評価期間 

  平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの３年間 

（５）受託事業者決定の経緯 

入札参加者（４者）から提出された経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務

における民間競争入札実施要項に記載された入札書類等を審査した結果、当省が定めた評価項目の

要求要件を全て満たしていることを確認した。 

本事業にかかる落札者の決定は、総合評価方式（加点方式）により実施することとしており、提出期限

までに入札参加者４者から技術提案書の提出を受け、審査した結果、必須審査項目評価基準を満たして

いた。 

別添 
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２ 確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 

評価事項 測定指標 評価 

業務の内容 「経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用管

理業務 民間競争入札実施要領」の２ （３）「経済産業

省電子申請受付・審査等管理システム運用管理業務の内

容」に示す運用管理業務を適切に実施すること 

月次報告による業務内容を確認

したところ、運用管理業務は適

切に実施されており、サービス

の質は確保されている。 

経済産業省電

子申請受付・審

査等管理シス

テムの稼働率 

(ｱ) 稼働率とは、経済産業省電子申請受付・審査等管理

システムの利用者に、サービスを提供すべき時間に

対して、実際にサービスを提供した時間の割合とす

る。 

なお、計画停止、災害による停止時間はこれを含め

ないものとする。 

(ｲ) 政府共通 PF 側から提供された機器、ソフトウェア及

び政府共通ネットワークに起因する障害の場合は、

これを停止時間として取り扱わないこととする。た

だし、この場合、政府共通 PF側から提供された機器、

ソフトウェア及び政府共通ネットワークの障害の復

旧が確認されてから表２に記載されている障害復旧

時間にシステムを復旧させることとする。 

 

(ｳ) 稼働率は、次の計算方法で求めること。 

稼働率（％）＝（1か月のサービスの提供予定時間 － 

停止時間）÷1か月のサービス提供予定時間 × 100 

(ｴ) 稼働率は、表 1に定める値以上の稼働率であること。 

  

 

稼働率は１００％であるため、

サービスの質は確保されてい

る。 
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障害復旧時間 (ｱ) 障害復旧時間とは、本システム用機器等の障害が発

生した時刻から障害復旧が確認できた時刻までに要

した時間である。ただし、平日（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項

各号に掲げる日以外の日をいう。以下同じ。）午後 6 

時00 分から次の平日午前9 時00 分までの時間帯に

ついては、障害復旧時間に含めないものとする。 

(ｲ) 障害が発生した時刻とは、政府共通 PFシステムから

連絡があった時刻、又は、担当職員が障害を連絡し

た時刻のいずれか早い方とする。障害復旧が確認で

きた時刻とは、担当職員が障害復旧を直接確認した

時刻とする。 

(ｳ) 本システム用機器等の障害復旧時間として、1 回の

障害当たり表２定める時間以内に復旧すること。 

 

 

本システム用機器等において障

害によりシステムが停止したこ

とは無かったため、サービスの

質は確保されている。 

セキュリティ

上の重大障害

件数 

個人情報、施設等に係る情報その他の契約履行に際し知

り得た情報漏洩の件数は０件であること。 

セキュリティ上の重大障害件数

は０件であるため、サービスの

質は確保されている。 

システムの運

用上の重大障

害件数 

長期にわたり正常に稼動できない事態・状況及び保有す

るデータの喪失等により、業務に多大な支障が生じるよ

うな重大障害の件数は０件であること。 

重大障害の発生回数は０回であ

るため、サービスの質は確保さ

れている。 
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運用支援業務

に係る利用満

足度調査 

業務開始後、年に１回の割合で担当職員に対して、次の

項目の満足度について別紙２「経済産業省電子申請受

付・審査等管理システム運用支援業務に関する満足度調

査」に示したアンケートを実施し（すべて回収すること）、

その結果として、平均スコア７５点以上を維持すること。 

 

・問合せから回答までに要した時間 

・回答又は手順に対する説明の分かりやすさ 

・回答又は手順に対する結果の正確性 

・担当者の対応（言葉遣い、親切さ、丁寧さ等） 

 

各質問とも、 

「満足」  ：（配点１００点） 

「ほぼ満足」：（同８０点） 

「普通」  ：（同６０点） 

「やや不満」：（同４０点） 

「不満」  ：（同０点） 

で採点し、各担当職員の４つの回答の平均スコア（１０

０点満点）を算出する。 

ヘルプデスク利用者の満足度調

査のスコアは、以下に示すとお

りで基準スコア以上であり、サ

ービスの質は確保されていた。 

 

満足度スコア：８４．４点（2

回のアンケートの平均点） 

 

【１回目】 

令和元年年５月：８１．８点 

回答率    ：４７．９％ 

 

【２回目】 

令和２年５月 ：８６．９点 

回答率    ：３３．６％ 

 

※回答率 

アンケート対象（ログイン回数

10回（年間）） 

問題解決率 担当職員及びシステム利用者である一般職員からの問い

合わせを受け付けた時点から、以下の問題解決率を達成

すること。 

・一次回答は、６０分以内に問題解決のための提案がで

きた件数の割合が、問い合わせ件数の８０％以上である

こと。 

 

・一次回答は、 

① 過去と同一の質問･現象への回答 

② 簡単な操作の質問等への回答 

③  ①又は②以外で、詳細な確認を要する場合は、次

の平日の正午までの回答とする。 

 

・二次回答は、次の平日の正午までに回答できた問い合

わせ件数の割合として、１００％であること 

担当職員及びシステム利用者で

ある一般職員からの問い合わせ

に関する問題解決率は、１０

０％が達成されており、サービ

スの質は確保されている。 

一次回答率：１００％ 

二次回答率：１００％ 

サーバ内デー

タの定時バッ

クアップ 

運用スケジュールの中で自動的に実行される定時バック

アップ及び自動バックアップが正常に完了しなかった場

合に手動で取得するバックアップを併せ、必要なバック

アップの取得率を１００％とすること。 

運用スケジュールの中で自動的

に実行される定時バックアップ

及び自動バックアップは、１０

０％正常に完了している。 
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３ 実施経費の状況及び評価（※金額は全て税抜） 

（１）実施経費 

平成30年4月1日から令和4年3月31日までの実施経費：74,784,000円（※1,000未満切り捨て） 

 

１か年（12か月）相当：74,784,000円÷契約期間48か月×12か月＝18,696,000円 

 

（２）経費節減効果 

市場化テスト導入前 

平成25年度：23,400,000円 

 

節減額  ：23,400,000円-18,696,000円＝4,704,000円 

節減費比率：4,704,000円 / 23,400,000円 * 100 = 20.1%（※小数点第二位四捨五入） 

 

上記の通り、実施経費の状況及び評価については、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの単年

度の実施経費と平成２５年度の実施経費と比較して約２０．１％減少しており、経費の節減が図ら

れた。 

 

４ 民間事業者からの改善案による改善実施事項等 

  受託事業者から改善提案があった事項については以下の通り。当該改善提案によって、運用業務や

サービス等の向上が図られた。 

(1)資源管理の対策 

資源管理台帳を作成し過去改修で納品されたプログラムソース、設計書類やコンテンツファイル

等に関して、最新バージョンの管理を実施。 

(2)セキュリティ対策の管理 

セキュリティ管理表を作成してアプリケーションに影響を及ぼすミドルウェアのセキュリティ

情報を管理し、月例報告会でのワークフレームのバージョンアップの必要性などの確認を実施。     

(3)運用ルール（アカウント管理）の改善 

アカウント管理台帳を作成し、サーバ、ミドルウェアの定期的な更新と利用者の交代に伴うアカ

ウントの更新を実施。 

(4)ヘルプデスクサイトのリニューアル（利用満足度調査） 

利用満足度調査で回答していただいた改善点や疑問点を FAQへフィードバックするとともに、運

転状態やお知らせなどの省内周知のためのサイトのリニューアルを提案し実施。 

(5)省内説明会開催の提案（e-Gov更改等） 

ウィルス情報

の把握 

本システムが、コンピュータウイルス等に感染し、又は

その恐れがあると認められた場合、直ちに担当職員にそ

の旨を通報する（ウィルスの種類を特定できる場合は、

その種類及び考えられる危険性等を含む。）とともに、

３分以内に緊急対処案を提案すること。 

本システムが、コンピュータウ

イルス等に感染し、又はその恐

れがあると認められたことは無

く、サービスの質は確保されて

いる。 
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e-Gov更改に伴い、e-Govの変更内容及び sacra の仕様変更の内容を省内原課担当者に説明する

よう提案し説明会用資料を作成した。 

     

５ 全体的な評価 

各評価は以下のとおりである。 

(1)法令違反行為等の有無 

    実施期間に受託民間事業者が業務改善指示等を受ける、あるいは業務に係る法令違反行為等を

行った事案は無かった。 

(2)実施状況の確認 

今後は、実施状況については、当省会計課と調整の上、外部の有識者等によるチェックを受け

る仕組み（ＰＭＯレビューや CIO 補佐官レビュー）などを活用し評価していく予定。 

(3)競争性の確保 

競争性に関しては、①閲覧可能なシステム関係資料等の明確化、②障害が発生した際の軽微な

プログラムの改修を障害の原因究明と対処方法の提案までとする、③常駐要件の緩和などを行

ったことにより４者からの入札となり競争性は確保されたと評価できる。 

(4)質に係る目標 

本事業の確保されるべきサービスの質においては、全ての項目において目標を達成しており、

サービスの質は確保されたと評価できる。 

(5)経費削減効果 

３の（２）の経費節減効果のとおり、市場化テスト導入前の経費と今回の契約金額（支払金額）

とを比較すると、約２０．１％の経費が節減できており、経費においても、市場化テストの効果

があったものと評価できる。 

 

６ 今後の事業 

  以上のとおり、本事業については、総合的に判断し、市場化テストにおいて十分な成果が得られた

ことから、次期業務においては、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」（平

成26年３月19日官民競争入札等監理委員会決定。平成31年３月８日一部改正）に基づき、終了プロ

セスへ移行した上で、自ら公共サービスの質の維持と経費削減を図っていくこととしたい。 

 


	【資料Ｂ－１】事業評価（案）（経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務）.pdf
	【資料２】実施状況報告（経済産業省電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務）.pdf



